
随 意 契 約 報 告 書

 1　担　当　課

 2　 施行番号 

 3　事　業　名

 4　 事業場所

 5　 事業概要

 6　工　　　期

 7　請負代金額

 8　契約締結日

 9　契約相手方

10　契約相手方の選定理由

上下水道課（特環）

特環 第 30 号

特環　新市場マンホールポンプ取替修繕

恵那市　岩村町

新市場マンホールポンプ　No.1ポンプ取替　N=1台

平成29年2月1日　～　平成29年3月24日

2,527,200 円

平成29年2月1日

住所 岐阜県恵那市長島町永田307－136　

名称 正栄電機（株）

代表取締役　近松　英喜

167条の2第１項第5号　緊急の場合に該当

別紙のとおり



随意契約理由書 
 

 

特環新市場マンホールポンプのポンプ取替修繕を、下記理由により正栄電機

株式会社と随意契約による契約を行いたい。 

 

 

関係法令 

● 地方自治法１６７条の２第１項第５号  

 

緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

 

随意契約理由 

１． 新市場マンホールポンプの No.1 ポンプ故障により、早急な修繕を必要とする。 

２． 岩村処理区のマンホールポンプについて精通し、本修繕の構造・内容について

理解している正栄電機株式会社と随意契約を結びたい。 

 

 

見積方法 

● １社見積 

 

入札方法 

● 特別な随意契約 紙入札 1 社 

  



随 意 契 約 報 告 書

 1　担　当　課

 2　 施行番号 

 3　事　業　名

 4　 事業場所

 5　 事業概要

 6　工　　　期

 7　請負代金額

 8　契約締結日

 9　契約相手方

10　契約相手方の選定理由

建設課

基建 第 213 号

工第55号 長島町53号線道路災害復旧工事

恵那市長島町久須見

復旧延長　L=11m 　ブロック積工　A=36㎡　　小口止工　N=3
箇所　　舗装工　A=9㎡　　構造物取壊工　一式

平成29年2月14日　～　平成29年5月12日

3,013,200 円

平成29年2月14日

住所 岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５

名称 恵中建設（株）

代表取締役　鈴木　恭彦

167条の2第１項第5号　緊急の場合に該当

別紙　随意契約理由書のとおり



随意契約理由書 

 

地方自治法施行令 

 第 167 条の 2 第 5 項  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

 

当事業は、基建第 183 号として指名競争入札を行ったが応札者が 1 社「恵中建設(株) 」 

のみであったため入札中止となった、本工事は災害復旧事業であり事業着手に緊急を要 

するため、応札の意思があった恵中建設(株)と随意契約を締結したい。 



随 意 契 約 報 告 書

 1　担　当　課

 2　 施行番号 

 3　事　業　名

 4　 事業場所

 5　 事業概要

 6　工　　　期

 7　請負代金額

 8　契約締結日

 9　契約相手方

10　契約相手方の選定理由

エコセンター恵那

エコ 第 63 号

エコセンター恵那経年劣化工事（その２）

恵那市長島町久須見　エコセンター恵那

乾燥機　出口シール部補修、成形機(B)メインローターVベルト
取替、熱風炉バーナタイル補修、無停電電源装置バッテリー取
替、天井照明電球取替、管理棟空調設備部品取替、監視カメラ
本体取替、予備品購入　各一式
平成29年3月2日　～　平成29年3月24日

23,760,000 円

平成29年3月2日

住所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町２ー５６

名称 メタウォーター（株）営業本部　中日本営業部

部長　中野　順

167条の2第１項第2号　その性質又は目的が競争入札に適しない場合に該当

別紙随意契約理由書のとおり



随意契約理由書 

 

契約の適用法令 

167条の2の１項第2号 その性質又は目的が競争入札に適しない場合に該当 

契約の相手方 

氏 名 メタウォーター株式会社 中日本営業部 部長 中野 順 

住 所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 

 

理 由 

本施設は、性能発注方式により㈱栗本鐵工所が受注し、設計及び施工を行った施

設です。この施設は、特殊技術や設備が多数存在し、メンテナンスは設計施工を行っ

た業者以外出来ないため、施工業者である㈱栗本鐵工所がメンテナンスを行っていま

した。その後、平成20年10月に㈱クリモトテクノスへ環境事業部門が事業譲渡され、さ

らに平成21年7月に㈱栗本鐵工所及び㈱クリモトテクノスからメタウォーター㈱へ３社契

約により環境事業部門が事業譲渡され、現在はメタウォーター㈱が技術情報を含めメ

ンテナンス技術を引き継いでいます。 

以上の事から、今回行う熱風炉バーナタイル補修等の整備は専門的知識が必要な

ため、技術情報やメンテナンス情報を引き継ぎ、作業を熟知しているメタウォーター㈱

以外では困難であることから随意契約を行うものです。 




